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３．本格撤去の工程 

 

３-１ 掘削工程 

掘削作業は、下記事項を基本として行うものとする。 

① 標高の高いエリアより、スライス式で掘削し、徐々に標高を下げる。 

② 掘削用場内道路は、現在の場内道路を優先して利用しながら、標高が下がる度に掘削

標高毎に設置する。場内道路沿いに浸出水集排水管を事前に設置し、浸出水の水位を

下げながら掘削する。 

③ 掘削は、2.5ｍ高毎に行う。 

④ 1 日掘削範囲は、0.5 ブロック（20ｍ×10ｍ×高さ 2.5ｍ＝500ｍ３）を基準とする。 

⑤ 掘削エリアの遮水シートは、掘削前に当該部分を剥ぎ、掘削終了後には、遮水シート

を再度敷設する。 

また、掘削前の廃棄物や作業環境等に対するリスク低減を図るための対策を検討してい

くものとする。 

 

図 3-1 掘削標準図 

 

表 3-1 標高別掘削年度計画 

浸出水集排水管 
（廃棄物内の保有水位の低下） 
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